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 ７月２４日、ストップ・リニア！訴訟控訴審

第６回口頭ロ論が東京高裁１０１号法廷で行

われました。 

 猛暑のなか、事前集会は原告団橋本事務局長

の司会で行われ、弁護団事務局長の横山弁護士

と、JR東海労働組合の渕上委員長からあいさつ

を受けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２４日弁護士２名と原告７名が参加し、８時

から９時の１時間、最高裁の職員を対象にチラ 

シを配布し、マイクで訴えました。その後、書

記官に対して３０分要請を行いました。 

 

 

 開廷後、吉田裁判長は提出された書証類を確

認し、被告側に反論するように促しました。 

 １０月３０日に、続き、来年２月５日に開廷

することを確認しました。 

 関島弁護団共同代表がパワーポイントを使

って、意見陳述を行いました。 

「控訴人ら第６準備書面陳述要旨」 

令和５年(行コ)第２４４号 

工事実施計画認可取消請求控訴事件 

控訴人 天野捷一 他１５２名 

被控訴人 国 

参加人 東海旅客鉄道株式会社 

控訴人ら第６準備書面陳述要旨 

 

 

 

 

 

 

 

２０２５年７月２４日 

東京高等裁判所第１７民事部 御中 

控訴人ら訴訟代理人弁護士 関島保雄 

第１ 被控訴人２０２５(令和７)年４月１７

日付進行に関する意見書への反論 

 被控訴人は本件認可について広範な裁量権

を有しており、事後的な調査に基づく「評

価書等の事実」をもって裁量の範囲の逸

脱・濫用を認めることはできないと主張す

る。 

 しかし、控訴人らは、認可後に生じた瑞浪

市大湫町の井戸水等の減水問題や要対策土

問題、工期の大幅な遅れ問題は、参加人の

事前予測を怠っての「調査不足」ないし

「手抜き調査」の結果、地域住民の生活を

脅かし、水枯れや地盤沈下による生活侵

害、生命身体の危機につながり得ることを

看過したことを問題にしているのである。 

  参加人が、不十分な環境影響調査を行っ

たうえで事業実施に「問題なし」と報告

し、いわば認可を「だまし取った」ことに

ついて問題にしているのである。 

第２ 岐阜県瑞浪市大湫町トンネル水漏れ、地

下水位低下、地盤沈下等被害の現状 

 ２０２５年５月２８日時点で井戸の枯渇は

１４ヶ所、井戸の減水４ヶ所、観測井戸水位低

下７０m、今後１年程度で２ｍ低下と予想され

ている。 

地盤沈下については、大湫盆地の沈下予測は

１５.６㎝から２６.４㎝(現状の２倍から３倍)

を予測している。 

 このように井戸等の減水、枯渇及び地盤沈下

被害対策について、参加人は、薬液注入工事を

想定していたが、北薩トンネルが、２０２４年

７月末に路面隆起・覆工コンクリート崩落によ
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る大量の土砂流入事故が発生したことで薬液

注入工法はできなくなったのである。 

 参加人は令和７年６月６日の岐阜県地盤委

員会において、減水対策として薬液の注入を行

うと、将来北薩トンネルと同様の損傷事故が発

生しトンネル内に流入し、トンネル上部の地表

面の陥没の発生が懸念され、開業後の列車運行

の安全が損なわれる可能性があることから、本

注入は行わないという結論が示された。 

 また参加人は深井戸を１７０ｍ深く掘るほ

うほうも示している。 

 このことは、地下水位がこの位置まで低下し

た場合に対応するための深井戸ではないかと

考えられる。 

 結局薬液注入の本注入をあきらめた結果、地

下水の漏水、地下水位の低下による水資源喪失、

地盤沈下を防げず、地下水位の漏水を放置する

結果、大湫町の地下水位はトンネルの位置まで

低下することを示しているのである。 

 参加人は、環境影響評価書においては、薬液

注入によって対応するので環境への影響は低

減されるとしていた。被控訴人もその前提で本

件認可をしたはずである。ところが参加人は、

環境に重大な影響をあたえたにもかかわらず、

トンネルを優先し、本注入をしない。環境影響

について、回避も低減もしないのである。 

 この結果、豊かな井戸水文化と旧中山道街道

文化を享受していた大湫町住民の歴史的遺産

が破壊されてしまったのである。 

 環境影響評価は何であったのか、と言うほか

ない。本件認可は違法で取消を免れないのであ

る。 

第３ 北薩トンネル事故のむ内容と現状 

 北薩トンネル事故の概要 

 ２０２４年７月２５日北薩トンネル出水坑

口より１８７０ｍ地点で路面変状(浮き上がり)

があり、覆工コンクリートの剥落、トンネル内

への土砂流入及び湧水が発生した。流入した土

砂は１２０ｍ区間で２３５０㎥、湧水量は７月

２６日で６００トン(毎時)である。 

 北薩トンネルは、２００９年に着工し、２０

１８年に完成した延長４８５０ｍの高規格道

路である。２００９年９月に始まった工事中の

２０１１年１２月に花崗岩と四万十層群との

境界付近において１００ｍに渡り高濃度のヒ

素を含む多量の漏水(１時間当たり１２００ト

ン)があり、この１００ｍ区間に薬液注入を行

った箇所が、今回の崩落事故の場所である。 

 北薩トンネル崩落事故は、薬液注入により地

下水脈の流れを阻害した結果、大雨による多量

の降水量が地下でダムの決壊のようにトンネ

ル壁を崩落させ、多量の土砂がトンネル内に流

入したものと考えられる。土砂の排出やトンネ

ル復旧工事等トンネル再開通には数年かかる

見込みである。 

第４ 南アルプストンネル工事への影響 

1 北薩トンネル崩落事故の南アルプストン

ネル工事への影響 

 北薩トンネル崩落事故は、参加人が地下水

漏水並びに環境保全対策に使ってきた薬液注

入工法の採用によるトンネル崩壊の危険性を

しめすもので重大な問題をはらんでいる。 

南アルプストンネルは標高３０００ｍ級の山 

岳が約１０峰あり、リニア中央新幹線のトン

ネル工事との関係では、トンネルの標高は８

００～１０００ｍで、最高標高差約１４００

ｍ、最小土被りは約３５０ｍである。 

 標高差の高い断層(畑薙山断層や西俣断層)

からの地下水がトンネル覆工コンクリートに

かかる圧力は、土圧差２００から３００ｍの

北薩トンネルの比ではない。北薩トンネルの

事故原因も大量の雨による地下水の圧力が地

下の水道を通じて覆工コンクリートに多大な

圧力となってトンネルの覆工コンクリートを

破壊したと考えられる。従って南アルプスト

ンネル工事において、薬液注入工法を採用し

なくても地下水のトンネルにかかる圧力は巨

大であり、さらに薬液注入をすればトンネル

崩落の危険性は一層高くなる。列車運行時に

トンネル崩落事故が発生した場合の人命損失

は、自動車事故の比ではないのである。 

 今後大湫町の日吉トンネル以外にも中央新

幹線工事では多くのトンネル工事が予定され

ている。これらのトンネル工事の安全性に関



して地下湧水対策として安易な薬液注入工法

を採用することが出来なくなったと考えられ

る。その結果、参加人は地下水位の回復など

周辺住民の環境回復することは諦めて、地下

水は漏れ出るに任せるしかなく、生態系の影

響等環境保全は諦めるという対応にならざる

を得ない状況である。 

２ 大井川源流の環境生態系への南アルプス

トンネル工事の影響について 

 静岡市は、２０２４年５月２３日付で大湫町

での井戸枯れ等の被害発生に対し、静岡工区で

の南アルプストンネル工事への影響はないと

の見解を発表した。 

 この静岡市の対応は、静岡工区のトンネル掘

削による地下水湧水問題は、静岡県内の地下水

の漏水が山梨県側へ流失することを防ぎ、工事

中のトンネルゆうすいを大井川源流に戻すこ

とで大井川下流部の飲料水、農業用水、工業用

水への影響を回避することであるから、トンネ

ル上部の井戸枯れが問題となっている大湫町

と異なるので影響を受けないとするものであ

る。 

 しかし、トンネル上部の地下水位の低下は、

静岡工区とも共通する問題であり、むしろ、大

井川源流の２５００ｍから３０００ｍ級の標

高が続く荒川岳・悪沢岳の蛇抜沢周辺を中心と

する高山の植物生態系、大井川の水源に影響を

与える可能性が高いことを示しているのであ

る。 

 静岡市は、地下水位低下量の予測では、地下

水と表流水がつながっている場合はトンネル

より上流・直上・直上部付近の地表面の水の流

れへの影響が出るとして、地下水位はトンネル

直下で３００ｍ以上低下するところもあり、断

層沿いに遠くまで地下水位の低下が生じるこ

とを予測して環境対策や事前での予測調査の

必要性を強調している。 

 この結果大井川源流荒川岳・悪沢岳周辺の高

山植物や蛇抜沢など大井川源流部の水量減少

を招き、高山植物や水生動物など大井川源流部

の生態系へ重大な影響を与えることになるの

は明らかであり事業者の参加人には、慎重な環

境調査と被害の防止措置が求められるのであ

る。 

 

 

 

 閉廷後、衆議院第一議員会館へ移動し、橋本

事務局長の司会で、行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

等被害についての現状について具体的に説明

され、鹿児島の北薩トンネルの崩落事故を受け、

薬液注入による対策の放棄が明らかになり、他

の方法も見つからず、JR東海は、地下水を元の

状態に回復することはできないという結論を

示した。 

 北薩トンネル崩落事故の南アルプストンネ

ル工事への影響について、JR東海が地下水漏水

並びに環境保全対策に使ってきた薬液注入工

法の採用による崩落事故の危険性を示すもの

であり重大な問題をはらんでいます。 

 標高差の高い断層(畑薙山断層や西俣断層)か

ら地下水がトンネル覆工コンクリートにかか

る圧力は、土圧差２００ｍから３００ｍの北薩

トンネルの比ではない。北薩トンネル事故原因

も大量の雨による地下水の圧力が地下の水道

を通じて覆工コンクリートに多大な圧力とな

ってトンネルの覆工コンクリートを破壊した

ものと考えられる。 

 水位低下による、希少生物・動物などの生態

系への影響が懸念される。 

 

 

 

 

 

 

 

ストップ・リニア！訴訟  

控訴審第６回口頭弁論報告集会 

 最初に、関島

弁護団共同代

表から、岐阜県

瑞浪市大湫町

トンネル水漏

れ根地下水位

低下、地盤沈下

等被害につい

ての現状につい

て具体的に説明

され、鹿児島の 

今後の裁判期日 

第７回口頭弁論  

２０２５年１０月３０日 １３時３０分 

 

第８回口頭弁論 

２０２６年２月５日 １３時３０分 

※ いずれも１０１号法廷 



 続いて、横山弁護団事務局長から「リニア訴

訟の法廷における現状」と題するレジュメを元

に報告されました。 

 

 

 

 

 

 

 

されました。 

 

 

 

２０２５年７月２４日 横山聡 

１ これまでの訴訟経過 

２０１４年１０月１７日 

 リニア中央新幹線工事計画が認可され

る。 

２０１６年５月２０日 

 提訴本訴訟(甲事件：H２８年(行ウ)第２

１１号) 

２０１９年３月１３日 

 追加提訴 (乙事件：Ｈ３１年(行ウ)代１

１５号) 

      ～併合決定で１体の裁判に 

２０２０年１２月１日 

 原告適格に対する中間判決～７８１名中

５３２名が原告適格却下 

 →適格を認められた原告は訴訟継続(本

体訴訟) 

 下された一部は訴訟(→適格訴訟審：R３

年(行コ)第１９号) 

２０２３年７月１８日 

 本訴訟判決(請求棄却判決) 

 →控訴審へ(R６年(行コ)第２４４号：東

京高裁１７部)① 

２０２３年１１月２８日 

 (R３(行コ)第１９号への判決) 

 →一部認容判決(３６名差戻、他は控訴棄

却) 

 →差戻審は R６(行ウ)第３５６号東京地

裁２部‣協議中② 

→一部は上告／上告受理申立：係属は最高

裁第三小法廷 

 上告：R６(行ツ)第２６６号③ 

 上告申し立て：令和６年(行ヒ)第３２３

号③ 

２ 各訴訟の現在の状況 

① 地裁判決の誤りについて審議中：特に

「安全な乗り物の利用の権利」「南ア

ルプスの自然を享受する権利」につい

て、また、最近の水枯れ・地盤沈下等

判決後の問題点にいて主張。岐阜の状

況が収束しつつあるので、そう遠くな

い時期に結審になるかも。 

② 本体訴訟の地裁判決を前提に主張・証

拠を整理中。「相模原の水問題」等に限

らない 

「差し戻された以上全論的について審理

すべき」としているが、主張しなおす形にな

るため工夫している。年内に弁論入るかも。 

③ 「原告適格」による原告の切り捨てが

不適切な結論を招来しているとして

岐阜の問題点等を例に主張している

が、いつ結論が出るか不明。結論を変

更するとなると「弁論」が開かれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 忙しい中、外環道訴訟の池田さん、田園調布

の三木さん、共産党の川添参議院議員・本村衆

議院議員が、駆け付けてくれ、力強い連帯と支

援のご挨拶を頂きました。 

 

 

 

 

 

 

2014 年 10

月 17日に、リ

ニア中央新幹

線計画が認可

されてから、

現在までの裁

判の流れにつ

いて説明され

ました。 

「リニア訴訟の法廷における現状」 

支援団体・国会議員のあいさつ 


